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令和４年度９月補正予算の概要について 

 

１ 基本的な考え方 
 

コロナ禍における原油価格・物価高騰等への対応として、低所得の子育て世帯へ

の支援や飼料・肥料高騰に直面する農業者への支援を行うほか、防犯対策の強化、

社会資本の整備など、県政の課題等へ対応するために必要な事業について計上する

もの。 

 

２ 補正予算の規模  
 

○ 一般会計 １１７億７５百万円（補正後 １兆３，０５１億８３百万円） 

○ 特別会計     ３４百万円（補正後   ４，６４１億１５百万円） 

○ 企業会計      －百万円（補正後   １，２５４億４２百万円） 

   計   １１８億 ９百万円（補正後 １兆８，９４７億４０百万円） 
 

※ ９月補正後一般会計予算の前年度予算に対する伸び率 △９．６％ 

 

- 2 -



 
総務企画委員会説明資料 

 
総 務 部 管 財 課  

事業名又は議案の 

名 称 
県有施設電気料金等高騰対応関連事業 

１ 予 算 額 
１５３，１５６千円 

２ 現況・課題 
原油価格の高騰等により電気料金等が値上がりしている状況

であり、県庁舎等においては、年間を通しての予算の不足が見込

まれる状況である。 
 

３ 必要性・ねらい 
県庁舎等の光熱水費（電気料金等）の予算の不足額について、

補正予算で対応し、適切な庁舎の維持・管理に努めていく必要が

ある。 
 

４ 事業の内容 

 （事業フロー、 

年次別・全体計 

画等） 

 

【各庁舎における補正予算額（光熱水費）】 
                          （単位：千円） 

区 分 
当 初 
予算額 
（Ａ） 

今回補正額（Ｂ） 補正後 
予算額 

（Ａ＋Ｂ） 電気 燃料 計 

県庁舎 189,289 80,131 2,265 82,396 271,685 

合同庁舎 
（水戸合同庁舎 

ほか 10 庁舎） 
84,675 62,805 － 62,805 147,480 

三の丸庁舎 9,673 7,955 － 7,955 17,628 

合 計 283,637 150,891 2,265 153,156 436,793 

 
（参 考） 
 ・電気…庁舎の照明、空調等 
 ・燃料…庁舎の空調熱源（ガス） 
 

５ 参考事項 

 （過去の実績、 

他県の状況、 

関連データ等） 

 

 
〇電力使用量の状況（４～６月） 

（単位：kWh） 
区 分 R3 年度 R4 年度 R4/R3 比 

県庁舎 2,069,300 2,104,440 102% 

合同庁舎 
（水戸合同庁舎 

ほか 10 庁舎） 
703,647 660,289 94% 

三の丸庁舎 121,599 126,086 104% 

合 計 2,894,546 2,890,815 100% 
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総務企画委員会説明資料 

 
                               総 務 部 人 事 課 

 項 目 
地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例【一部改正】 

 

１ 改正の理由 

  地方公務員の定年を原則 65 歳まで段階的に引き上げる「地方公務員法の一部

を改正する法律（令和３年法律第 63 号）」が令和５年４月１日に施行されるこ

と等に伴い、関係条例を一括して整備するもの。 
 
２ 内容 

(1) 定年引上げに伴う制度等に関する規定の整備 

 ① 定年年齢の段階的引上げ 

定年を原則60歳から65歳まで２年に１歳ずつ段階的に引上げ 

 ② 役職定年制（管理監督職勤務上限年齢制）の導入 

管理監督職の上限年齢を原則60歳とし、60歳以後に管理監督職以外の職へ 

降任する制度を規定 

 ③ 定年前再任用短時間勤務制の新設 

60歳に達した日以後定年前に退職した職員を定年前再任用短時間勤務職員 

として採用することができる制度を規定 

 ④ 情報提供・意思確認制度の新設 

   60歳以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する情報の提供並びに 

勤務意思の確認を実施 

(2) 定年引上げに伴う給与に関する規定の整備 

 ① 60歳を超える職員の給料月額を60歳前の７割水準に設定 

② 60歳に達した日以後定年前に退職した職員の退職手当は、定年を理由に退職 

した職員と同様に算出 

 ③ 定年前再任用短時間勤務職員の給料及び各種手当を規定 

(3) 再任用に関する規定の整備 

 ① 現行の再任用制度の廃止 

 ② 定年引上げの経過措置の間、暫定再任用制度を設置 

(4) その他所要の改正 

＜改正条例＞職員の勤務時間に関する条例等18条例 

＜廃止条例＞職員の再任用に関する条例 

 

３ 効果・影響 

  豊富な知識、技術、経験等を持つ 60 歳超職員の活用 
 
４ 施行日 

  令和５年４月１日外 
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総務企画委員会説明資料 

 

                                総 務 部 市 町 村 課 

 項 目 土浦市とかすみがうら市との境界変更について 

１ 現況・課題 

  土浦市とかすみがうら市に跨る土地区画整理事業の施行による地形の変更に伴い、

従来の境界をあてはめると不合理となる区域が生じている。 

２ 必要性・ねらい 

従来の境界をあてはめると不合理となる区域を解消するため、地方自治法の規定に

基づき、土浦市とかすみがうら市との境界の一部を変更しようとするもの 

【土地区画整理事業の概要】 

①事業名：土浦・阿見都市計画事業神立駅西口地区土地区画整理事業 

②施行者：土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合 

③事業認可年月日：平成24年11月19日 

④事業面積：2.2ha（土浦市1.3ha、かすみがうら市0.9ha） 

⑤換地処分予定年月日：令和５年６月30日 

３ 内容 

（１）境界変更に係る面積（編入面積） 

土浦市→かすみがうら市 かすみがうら市→土浦市 

704.00 ㎡ 704.00 ㎡ 

（２）手続及びスケジュール 

手続 年月日 

①市議会の議決 令和４年３月 23 日（土浦市） 

令和４年３月 24 日（かすみがうら市） 

②両市から境界変更の申請 令和４年４月 15 日 

③県議会に議案提出 令和４年９月 

④県議会の議決後、知事が決定し、

総務大臣に届出 

令和４年 10 月（予定） 

⑤総務大臣が官報に告示 令和４年 12 月下旬（予定） 

⑥境界変更の効力発生 令和５年１月１日（予定） 

（３）人口移動：なし 

（４）財産処分：なし 

４ 参考事項 

  【県内における最近の境界変更事例】 
①下妻市と筑西市（令和２年７月１日効力発生） 
②龍ケ崎市と利根町（令和元年７月１日効力発生） 
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１ 報告事項の概要 

 

（１） 令和３年度財政状況の公表 
 

一般会計決算収支見込み 
 

○ 歳入総額(A)  １兆４，６０５億２６百万円（R２ １兆３，９０７億５２百万円） 

○ 歳出総額(B)  １兆４，２７５億７１百万円（ 〃  １兆３，５１７億２９百万円） 

○ 差  引(C=A-B)    ３２９億５５百万円（ 〃      ３９０億２３百万円） 

○ 翌年度繰越財源(D)   １１３億５７百万円（ 〃     １４９億９１百万円） 

○ 実質収支(E=C-D)    ２１５億９８百万円（ 〃     ２４０億３２百万円） 

 

 

（２） 地方公共団体財政健全化法に基づく健全化判断比率 
 

本県の健全化判断比率（令和３年度決算見込み） 
 

指標 
本県比率 

早期健全化基準 財政再生基準 
令和３年度 令和２年度 

実質赤字比率  
－ 

（該当なし） 

－ 

（該当なし） 
３．７５％ ５％ 

連結実質赤字比率  
－ 

（該当なし） 

－ 

（該当なし） 
８．７５％ １５％ 

実質公債費比率 

(３カ年平均) 
９．２％ ９．５％ ２５％ ３５％ 

将来負担比率 １７２．８％ １９６．９％ ４００％  
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総務企画委員会説明資料 

総務部行政監察室、行政経営課 

 

 

令和３年度茨城県内部統制の評価結果について 

 

１ 内部統制の概要 

（１）内部統制制度は、地方自治法に基づき、令和２年度から都道府県及び政令指定都 

市で実施が義務付けられたもので、業務上のリスク（不正やミス）を想定し、対応 

策を事前に講じることで、事務の適正な執行を確保する取組 

（２）本県においては、財務に関する事務を内部統制の対象事務とし、知事部局、議会 

事務局など 193 の所属で実施 
 
２ 評価手続 

令和３年度を評価対象期間とし、令和４年３月 31 日を評価基準日として、「地方公

共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成31年３月総務省公表）

に基づき、全庁的な内部統制及び業務レベルの内部統制の評価を実施 
 
３ 評価結果 

   評価対象期間中における運用上の重大な不備を把握したため、県の財務に関する事

務に係る内部統制は、評価対象期間において有効に運用されていないと判断 
 

（１）運用上の重大な不備：１件（高萩工事事務所） 

  ・道路占用許可等の不適切な事務処理（決裁を経ず公印押印、許可書等の交付など） 

  ・県行政に対する信用の大きな低下を招いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）運用上の不備   ：21 件（18 所属） 

  ・収入の調定遅延、支出の支払遅延、現金の払込遅延など 

  ・いずれも所要の改善措置が講じられている。 
 
４ 監査委員による審査意見 

  「評価手続及び評価結果に係る記載は相当である。」 
 
  

【評価報告書（抜粋）】 

運用上の重大な不備は、高萩工事事務所におけるものです。高萩工事事務所では、

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）に基づく占用許可及び道路管理者以外の者が行う

道路工事に係る承認について、決裁を経ずに道路占用許可書等に公印を押印して相手

方に交付したほか、占用許可について、道路占用許可書を交付せず、口頭で許可する

などの事案が発生し、申請者から工期の延長等の連絡があり書類を確認する過程で把

握しました。 

この事案は、県行政に対する信用の大きな低下を招いたものと考えます。令和４年

度においては、こうした不備の再発を防ぐため、職員の服務規律の確保に係る通知を

全部局に発出し、職員の綱紀粛正の徹底を図るほか、当該事務については、事前相談

の複数による対応や管理表による進捗状況の可視化などにより確認体制を強化する

とともに、職員の法令遵守等について周知徹底を図ってまいります。 
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別添 

業務レベルの内部統制のリスク一覧 

大分類 小分類 項目数 リスク 

1 
予算・ 

決算 

1 予算執行 5 

予算消化のための支出、 

勤務時間の過大報告、カラ出張、 

不必要な出張、繰越計上漏れ 

2 決算書類作成 2 書類作成誤り、財務データ改ざん 

2 収入 

3 収入全般 3 
調定漏れ・調定遅延、調定額誤り、 

システムトラブル 

4 

県税 

賦課 5 

課税誤り、二重課税、課税漏れ、 

加算金決定の誤り、 

特別措置（課税免除等）の誤り 

5 収税 2 不適切な時効の完成、滞納処分の誤り 

6 共通 3 
書類送達誤り、個人情報の管理、 

税情報の管理 

7 証明事務 2 証明書の発行誤り、なりすまし 

8 書類・情報の管理 2 書類の偽造、書類の隠ぺい 

3 支出 

9 支出命令 8 

手続せずに支出、支出額誤り、 

年度・科目誤り、私費による支出、 

私的流用、資金前渡の目的外使用、 

支払漏れ・支払遅延、不適切な請求書 

10 書類・情報の管理 2 証拠書類の紛失、目的外使用 

11 補助金 1 交付決定遅延 

4 契約 

12 入札・見積合わせ 5 

官製談合、機密情報の漏えい・収賄、 

契約方法誤り、落札者誤り、 

契約手続せずに発注 

13 
入札委員会・指名

委員会・入札公告 
2 

入札委員会等での審議漏れ、 

入札公告期間の誤り 

14 契約締結 3 
予定価格の不備、契約書の不備、 

架空発注 

15 履行確認 2 委託業者トラブル、不適切な履行確認 

16 公印 2 公印の無断使用、印影の偽造 

5 
現金・

歳計外 

17 現金管理 5 
払込の遅延、金額誤り、公金紛失、 

不適正な公金管理、横領 

18 歳計外 2 納付等の遅延、源泉徴収漏れ 

6 財産 

19 取得・処分 8 

報告遅延・報告漏れ、登録漏れ、 

二重計上、不適切な不用決定、 

処分手続の不備、予定価格の不備、 

処分金額の誤り、不適切な履行確認 

20 貸付・占用許可 2 不適切な貸付許可、減免手続の不備 

21 債権管理 2 債権管理台帳の不備、督促状の不備 

合   計 68  
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総務企画委員会説明資料  

総 務 部 財 政 課  
 

項 目 

 

 令和３年度財政状況の公表及び地方公共団体財政健全化法に基づく 

健全化判断比率等（令和３年度決算見込み）について 

○ 県の財政状況の公表 

行財政改革を進めていくためには、本県の財政状況を十分に県民にご理解いただ 

くことが重要であることから、地方自治法に基づき毎年１２月に行っている「財政 

状況の公表」に先立ち、「令和３年度一般会計決算見込み等の概要（別添資料）」 

をホームページに掲載するなど、広報媒体を活用して周知徹底を図る。 

〔令和３年度一般会計決算収支〕         （単位：百万円） 

 区     分 金    額  

 歳 入 総 額 （Ａ） １，４６０，５２６ 

 歳 出 総 額 （Ｂ） １，４２７，５７１ 

 歳入歳出差引（Ａ－Ｂ） （Ｃ） ３２，９５５ 

 翌年度に繰り越すべき財源 （Ｄ） １１，３５７ 

 実質収支（Ｃ－Ｄ） （Ｅ） ２１，５９８ 

〔令和３年度財政指標の状況（普通会計）〕  

 区   分 指   標  

 財 政 力 指 数 ０．６３１１５ 

 経 常 収 支 比 率         ８８．３％ 

 

 ○ 地方公共団体財政健全化法に基づく健全化判断比率等 

   地方公共団体財政健全化法に基づき、令和３年度決算における健全化判断比率 

   及び資金不足比率について算定した結果は以下のとおり。 

 １ 本県の健全化判断比率 

   いずれの比率も早期健全化基準未満となっている。 
 

区分 

 

本県比率 早期健全化 

基準 

財政再生 

基準 

 

令和３年度 令和２年度 

実質赤字比率 －(該当なし) －(該当なし) 3.75％ 5％ 

連結実質赤字比率 －(該当なし) －(該当なし) 8.75％ 15％ 

実質公債費比率  9.2％  9.5％(34 位) 25％ 35％ 

将来負担比率 172.8％ 196.9％(21 位) 400％  

 

 ２ 本県の公営企業会計に係る資金不足比率 

   いずれの会計とも資金不足がないため、資金不足比率は経営健全化基準未満とな 

   っている。 
 

区分 令和３年度 令和２年度 経営健全化基準  

 資金不足比率 －(該当なし) －(該当なし) 20％ 

   （注）対象会計…８会計 

    水道事業会計、工業用水道事業会計、病院事業会計、鹿島臨海都市計画下水道事業会計、地域振興事 

業会計、流域下水道事業会計、港湾事業特別会計、都市計画事業土地区画整理事業特別会計 
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令 和 ４ 年 ９ 月 １ ５ 日 

総 務 部 財 政 課 

 

令和３年度一般会計決算見込み等の概要 

Ⅰ 総括 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症対策と社会経済活動の両立に注力するとともに、未来へ

の投資につながる施策に積極果敢に挑戦するため、「活力があり、県民が日本一幸せな県」の実現を

目指し、「新しい豊かさ」、「新しい安心安全」、「新しい人財育成」、「新しい夢・希望」の４つのチャ

レンジをより一層推進し、本県の重要な課題に対応するための事業に取り組みました。 

新型コロナウイルス感染症拡大にスピード感を持って対応するため、８回の補正予算を編成したこ

とから、令和３年度の決算額は、歳入歳出ともに前年度を上回り、過去最大の規模となりました。 

なお、歳出決算額のうち新型コロナウイルス感染症関連事業は2,433億円となっております。 

 

地方公共団体財政健全化法に基づく健全化判断比率は、いずれの比率も早期健全化基準未満となっ

ております。このうち、将来負担比率については、充当可能な財源（基金）の増や、土地売却の促進

などにより、172.8％（見込み）と前年度に比べ24.1ポイント減少したところです。 

 

将来負担比率など財政状況を示す指標は改善の傾向にありますが、社会保障関係費等の義務的な経

費の増加などにより、本県の財政構造は、今後より一層硬直化していくことが見込まれます。 

引き続き、本県が飛躍していくために真に必要な事業に積極果敢に取り組みながら、施策の選択と

集中を徹底し、限られた財源の有効活用を図ることで、本県が将来にわたって発展していくための健

全な財政構造の確立に努める必要があります。 

 

【ポイント】 

◆令和３年度一般会計決算見込み 

○決算規模 

  ・歳 入：１兆４，６０５億円（＋６９８億円、＋５．０％） 
地方交付税の増、国庫支出金の増、県税※１の増 
  ※１：実質的県税ベース（県税、地方消費税清算金及び特別法人事業譲与税・自動車重量譲与

税の合計額）は、４，９８５億円と過去最高 
・歳 出：１兆４，２７６億円※２（＋７５８億円、＋５．６％） 

新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮要請協力金の増、感染症予防医療法施行事業費の増、 

カーボンニュートラル産業拠点創出推進基金積立金の増 
※２：新型コロナウイルス感染症関連事業(2,433 億円)を除く歳出決算額は１兆 1,843 億円 

(＋327 億円、＋2.8％) 
 

○実質収支：２１６億円（△２４億円）  
    Ｈ28：69 億円、Ｈ29：65 億円、H30:69 億円、Ｒ元:68 億円、Ｒ２:240 億円 
 

○県債現在高：２兆１，３８９億円 （１６２億円、＋０．８％） 
    通常県債残高は増加（＋５７億円、＋０．５％） 

特例的県債残高は増加（＋１０６億円、＋１．１％） 
＊「通常県債」：公共投資に充てる県債や退職手当債など県の政策判断により発行をコントロールできる県債 

＊「特例的県債」：地方の財源不足を補うために、国の制度に基づき発行する特例的な県債（臨時財政対策債や減収補塡債など）  

 
◇地方公共団体財政健全化法に基づく健全化判断比率（見込み） 

    いずれも早期健全化基準に該当しない（基準については 14 ページ参照）                   
○実質赤字比率、連結実質赤字比率：該当なし（R２：該当なし） 
○実質公債費比率：   9.2%（△ 0.3%） （R２：  9.5%、 34 位、全国平均：  10.2%） 
○将 来 負 担 比 率： 172.8%（△24.1%）  （R２：196.9%、 21 位、全国平均：171.3%） 
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Ⅱ 令和３年度一般会計決算見込み 

１ 決算収支 

令和３年度一般会計の決算額は、歳入総額1 兆4,605 億26 百万円、歳出総額1 兆4,275 億71 百万円で、

前年度と比較すると、歳入においては 697 億74 百万円、5.0％の増、歳出においては 758 億円 42 百万円、

5.6％の増となっています。 
 

この結果、歳入歳出差引（形式収支）は、329 億55 百万円となりましたが、このうち令和４年度への繰越事

業の財源として113億57百万円を充当しましたので、令和３年度の収入と支出の実質的な差額である実質収

支は、215 億98 百万円の黒字となりました。 

 

 

＜令和３年度一般会計決算収支＞ 

（単位：百万円） 

区                   分 令和３年度 令和２年度 増減額 増減率 

歳 入 総 額  ( A ) 1,460,526 1,390,752 69,774 5.0% 

歳 出 総 額  ( B ) 1,427,571 1,351,729 75,842 5.6% 

歳 入 歳 出 差 引  ( C ) = ( A ) - ( B ) 

（形式収支） 
32,955 39,023 △6,068 △15.5% 

翌年度に 繰り 越す べ き 財源（ Ｄ ） 11,357 14,991 △3,634 △24.2% 

実 質 収 支  ( E ) = ( C ) - ( D ) 21,598 24,032 △2,434  

＊ 実質収支＝歳入歳出差引－翌年度に繰り越すべき財源 

＊ 実質収支には、新型コロナウイルス感染症対策に係る国庫支出金の実績確定による国への返還額等 

（66 億円）が含まれており、それを除いた実質収支は、150 億円の黒字となります。 
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２ 歳入決算 
令和３年度の歳入決算額は、1 兆 4,605 億 26 百万円で、前年度に比べ 5.0％の増となっています。 
歳入の主なものについては、以下のとおりです。 

 

①県税は、企業収益の増による法人事業税の増等により、160億11百万円、4.2％増の3,972億89百万円 

  なお、県税に、地方消費税清算金、特別法人事業譲与税、自動車重量譲与税を加えた実質的県税ベー

スでは、271 億55 百万円、5.8%増の 4,985 億７百万円 

②地方交付税は、普通交付税の増等により、277 億83 百万円、14.5％増の 2,187 億44 百万円 

③国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対策に係る交付金の増等により、205 億35 百万円、7.4％増

の 2,965 億 9 百万円 

④繰入金は、中小企業事業資金特別会計からの繰入の減等により、69 億21 百万円、43.4％減の 

90 億9 百万円 

⑤諸収入は、中小企業融資資金貸付金に係る償還金の減等により、127 億 74 百万円、8.8％減の 

1,320 億16 百万円 

 

これらの結果、自主財源（県税、分担金、使用料など、県が自主的に収入しうる財源）は 7,401 億 5１百万円

で、前年度に比べ 143 億80 百万円、2.0％増加し、その構成比は歳入全体の 50.7％となります。これに対し、

依存財源（国庫支出金、地方交付税、県債など、国から定められた額を交付されたり、割り当てられたりする

収入）は 7,203 億75 百万円で、前年度に比べ 553 億94 百万円、8.3％増加し、その構成比は歳入全体の

49.3％になります。 

 

＜令和３年度一般会計歳入決算状況＞       表中「※」印は、自主財源 
         （単位：百万円） 

区           分 

令 和 ３ 年 度 

決 算 額 

（Ａ）  （シェア） 

令 和 ２ 年 度 

決 算 額 

（B）   （シェア） 

増 減 額 

(C)=(A)-(B) 

増 減 率 

(C)/(B) 

県 税 ※ 397,289（  27.2%） 381,278（  27.4%） 16,011 4.2% 

地 方 消 費 税 清 算 金 ※ 134,394（   9.2%） 123,496（   8.9%） 10,898 8.8% 

地 方 譲 与 税  50,284（   3.5%） 45,429（   3.3%） 4,855 10.7% 

地 方 特 例 交 付 金  2,127（   0.1%） 2,262（   0.2%） △135 △6.0% 

地 方 交 付 税  218,744（  15.0%） 190,961（  13.7%） 27,783 14.5% 

 
 
 
 

普 通 交 付 税 
特 別 交 付 税  
震災復興特別交付税 

 

 

 

215,364（  14.8%） 

1,836（   0.1%） 

1,544（   0.1%） 

178,771（  12.8%） 

2,528（   0.2%） 

9,662（   0.7%） 

36,593 

△692 

△8,118 

20.5% 

△27.4% 

△84.0% 

交通安全対策特別交付金  710（   0.0%） 745（   0.0%） △35 △4.7% 

分 担 金 及 び 負 担 金 ※ 8,779（   0.6%） 9,017（   0.7%） △238 △2.6% 

使 用 料 及 び 手 数 料 ※ 16,595（   1.2%） 16,967（   1.2%） △372 △2.2% 

国 庫 支 出 金  296,509（  20.3%） 275,974（  19.8%） 20,535 7.4% 

財 産 収 入 ※ 2,820（   0.2%） 2,525（   0.2%） 295 11.7% 

寄 附 金 ※ 226（   0.0%） 573（   0.0%） △347 △60.6% 

繰 入 金 ※ 9,009（   0.6%） 15,930（   1.2%） △6,921 △43.4% 

繰 越 金 ※ 39,023（   2.7%） 31,195（   2.2%） 7,828 25.1% 

諸 収 入 ※ 132,016（   9.0%） 144,790（  10.4%） △12,774 △8.8% 

県   債  152,001（  10.4%） 149,610（  10.8%） 2,391 1.6% 

計 1,460,526（ 100.0%） 1,390,752（ 100.0%） 69,774 5.0% 
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（参考１） 実質的県税の状況 

（単位：百万円） 

区           分 
令 和 ３ 年 度 

決 算 額 

（Ａ） 

令 和 ２ 年 度 

決 算 額 

（B） 

増 減 額 

(C)=(A)-(B) 

増 減 率 

(C)/(B) 

県 税 397,289 381,278 16,011 4.2% 

地 方 消 費 税 清 算 金 54,649 48,235 6,413 13.3% 

特 別 法 人 事 業 譲 与 税 46,240 41,514 4,726 11.4% 

自 動 車 重 量 譲 与 税 329 326 4 1.2% 

計 498,507 471,353 27,155 5.8% 

   ＊ 表示単位未満四捨五入の関係で、合計が一致しない場合がある 
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３ 歳出決算 

令和３年度の歳出決算額は、1 兆 4,275 億 71 百万円で、前年度に比べ 5.6％の増となっています。 

歳出の概要の款別（経費の目的・機能ごと）及び性質別（経費の性質・使途ごと）の主なものは、以下のとお

りです。 

(１)歳出決算の款別（目的別）内訳 

歳出決算を款別（目的別）に分類してみると、最も構成比が高いのは保健福祉費で 21.4％、次いで教育費

18.9％、商工費13.4％となっています。 

主なものは、以下のとおりです。 

①総務費は、公共施設長寿命化等推進基金への積立金の増等により、217 億26 百万円、49.7％増の 

654 億 50 百万円 

②企画開発費は、カーボンニュートラル産業拠点創出推進基金への積立金の増等により、164 億34 百万

円、108.3％増の 316 億11 百万円 

③保健福祉費は、感染症予防医療法施行事業費の増等により、157 億35 百万円、5.4％増の 

3,054 億71 百万円 

④商工費は、新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮要請協力金の増等により、236 億 38 百万円、

14.1％増の 1,907 億12 百万円 

⑤教育費は、高等学校特別教室・体育館空調整備事業費の増等により、29 億47 百万円、1.1％増の 

2,693 億21 百万円 

⑥諸支出金は、地方消費税清算金の増等により、149 億23 百万円、10.1％増の 1,630 億88 百万円 

 

＜令和３年度一般会計款別（目的別）歳出決算状況＞ 

（単位：百万円） 

区           分 
令 和 ３ 年 度 

決 算 額 

（Ａ）  （シェア） 

令 和 ２ 年 度 

決 算 額 

（B）   （シェア） 

増 減 額 

(C)=(A)-(B) 

増 減 率 

(C)/(B) 

議 会 費 1,558（  0.1%） 1,547（  0.1%） 11 0.7% 

総 務 費 65,450（  4.6%） 43,724（  3.2%） 21,726 49.7% 

企 画 開 発 費 31,611（  2.2%） 15,177（  1.1%） 16,434 108.3% 

生 活 環 境 費 11,361（  0.8%） 9,643（  0.7%） 1,718 17.8% 

保 健 福 祉 費 305,471（ 21.4%） 289,736（ 21.4%） 15,735 5.4% 

労 働 費 2,249（  0.2%） 2,168（  0.2%） 81 3.7% 

農 林 水 産 業 費 40,726（  2.8%） 45,193（  3.3%） △4,467 △9.9% 

商 工 費 190,712（ 13.4%） 167,074（ 12.4%） 23,638 14.1% 

土 木 費 138,658（  9.7%） 149,685（ 11.1%） △11,027 △7.4% 

警 察 費 62,625（  4.4%） 62,342（  4.6%） 283 0.5% 

教 育 費 269,321（ 18.9%） 266,374（ 19.7%） 2,947 1.1% 

災 害 復 旧 費 594（  0.0%） 6,190（  0.5%） △5,596 △90.4% 

公 債 費 144,147（ 10.1%） 144,711（ 10.7%） △564 △0.4% 

諸 支 出 金 163,088（ 11.4%） 148,165（ 11.0%） 14,923 10.1% 

計 1,427,571（100.0%） 1,351,729（100.0%） 75,842 5.6% 
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(２)歳出決算の性質別内訳 

歳出は、性質別に「義務的経費」、「投資的経費」及び「その他の経費」に大きく分けることができます。 
義務的経費は、人件費、扶助費及び公債費の合計であり、令和３年度決算額は4,873億99百万円で、歳出

総額の 34.1％を占めています。投資的経費は、普通建設事業費及び災害復旧事業費などからなり、補助事

業費、単独事業費及び直轄事業負担金に分けられ、その合計は、1,724 億27 百万円で、12.1％を占めていま

す。その他の経費は、7,677 億45 百万円で、53.8％を占めています。 

主なものは、以下のとおりです。 

 

①義務的経費のうち人件費は、退職手当費の減等により、16 億81 百万円、0.5％減の 3,152 億9 百万円、

扶助費は、新型コロナウイルス感染症の検査費用等の公費負担の増等により、29 億 73 百万円、11.7％

増の 284 億 31 百万円 
 

②投資的経費は、地方道路整備費の減等による補助事業費の減、港湾直轄事業の減等による直轄事業

負担金の減等により、補助・単独・直轄合計で 177 億43 百万円、9.3％減の 1,724 億27 百万円 
 

③その他の経費のうち、出資・貸付金は、中小企業融資資金貸付金の減等により、174 億77 百万円、

14.8％減の 1,006 億58 百万円、補助負担交付金は、新型コロナウイルス感染症の入院病床確保に係る

補助事業費や新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮要請協力金の増等により、456億84百万円、

10.1％増の5,002億42百万円、積立金は、カーボンニュートラル産業拠点創出推進基金の積立金の増等

により、497 億62 百万円、247.3％増の 698 億 80 百万円 

 

＜令和３年度一般会計性質別歳出決算状況＞ 

 （単位：百万円） 

   区         分 

令 和 ３ 年 度 

決 算 額 

（Ａ）  （シェア） 

令 和 ２ 年 度 

決 算 額 

（Ｂ）  （シェア） 

増減額 

(C)=(A)-(B) 

増減率 

(C)/(B) 

義 務 的 経 費 487,399（ 34.1%） 486,661（ 36.0%） 738 0.2% 

 

  人 件 費 315,209（ 22.0%） 316,890（ 23.4%） △1,681 △0.5% 

  扶 助 費 28,431（  2.0%） 25,458（  1.9%） 2,973 11.7% 

  公 債 費 143,759（ 10.1%） 144,313（ 10.7%） △554 △0.4% 

投 資 的 経 費 172,427（ 12.1%） 190,170（ 14.1%） △17,743 △9.3% 

  補 助 事 業 費 102,712（  7.2%） 119,820（  8.9%） △17,108 △14.3% 

 

 単 独 事 業 費 43,198（  3.0%） 40,246（  3.0%） 2,952 7.3% 

 直轄事業負担金 26,517（  1.9%） 30,104（  2.2%） △3,587 △11.9% 

そ の 他 の 経 費 767,745（ 53.8%） 674,898（ 49.9%） 92,847 13.8% 

 

  物 件 費 63,052（  4.4%） 47,706（  3.5%） 15,346 32.2% 

 出 資 ・ 貸 付 金 100,658（  7.1%） 118,135（  8.7%） △17,477 △14.8% 

 補助負担交付金 500,242（ 35.0%） 454,558（ 33.6%） 45,684 10.1% 

 積 立 金 69,880（  4.9%） 20,118（  1.5%） 49,762 247.3% 

 維 持 補 修 費 8,788（  0.6%） 9,128（  0.7%） △340 △3.7% 

 繰 出 金 25,125（  1.8%） 25,253（  1.9%） △128 △0.5% 

計 1,427,571（100.0%） 1,351,729（100.0%） 75,842 5.6% 
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４ 県債現在高 

県債現在高は、通常県債残高が 56 億45 百万円、0.5％増加し、特例的県債残高が 106 億1 百万円、1.1％
増加したことにより、162 億 45 百万円、0.8％増加しました。 

これは、通常県債については、国の「国土強靱(きょうじん)化のための５か年加速化対策」に伴う防災・減災
事業の増加によるもの、また、特例的県債については、臨時財政対策債の発行増などによるものです。 

持続可能で健全な財政構造を確立するため、今後も、公共投資の重点化・効率化などを図ることにより、県
債の新規発行額を適切にコントロールし、県債残高（国の地方財政対策による特例的県債を除く）の縮減に取
り組んでいきます。 

（単位：百万円） 

区          分 令和３年度 令和２年度 増減額 増減率 

県 債 現 在 高 2,138,929 2,122,684 16,245 0.8% 

 通常県債現在高 1,143,355 1,137,710 5,645 0.5% 

特例的県債現在高 995,575 984,974 10,601 1.1% 

＊ 「通常県債」：公共投資に充てる県債や退職手当債など県の政策判断により発行をコントロールできる県債 

＊ 「特例的県債」：地方の財源不足を補うために、国の制度に基づき発行する特例的な県債（臨時財政対策債や、減収補塡債など） 

 

（参考２） 新型コロナウイルス感染症関連事業の歳出決算額 
    新型コロナウイルス感染症関連事業の歳出決算額は 2,433 億 15 百万円で全体に占める割合は 17.0％と

なっています。 

     なお、新型コロナウイルス感染症関連事業を除く歳出決算額は、前年度と比較すると 326 億90 百万円、

2.8％増の 1 兆1,842 億56 百万円となっています。 

 

一般会計款別（目的別）における新型コロナウイルス感染症関連事業の歳出決算額      （単位：百万円） 

区          分 
令和３年度決算額 令和２年度決算額 増減 

 
新型コロナ 

ウイルス感染症 
関連(A) 

新型コロナ 

ウイルス感染症 
関 連 除 く (B)  

新型コロナ 

ウイルス感染症 
関連(C) 

新型コロナ 

ウイルス感染症 
関 連 除 く (D) 

新型コロナ 

ウイルス感染症 
関連(A-C) 

新型コロナ 

ウイルス感染症 
関 連 除 く(B-D) 

議 会 費 1,558 - 1,558 - 1,547 - 11 

総 務 費 65,450 345 65,105 662 43,062 △317 22,043 

企 画 開 発 費 31,611 1,824 29,787 4,159 11,018 △2,335 18,769 

生 活 環 境 費 11,361 813 10,548 465 9,178 348 1,370 

保 健 福 祉 費 305,471 97,128 208,343 84,086 205,650 13,042 2,693 

労 働 費 2,249 105 2,144 43 2,125 62 19 

農 林 水 産 業 費 40,726 1,331 39,395 562 44,631 769 △5,236 

商 工 費 190,712 135,196 55,516 108,188 58,886 27,008 △3,370 

土 木 費 138,658 158 138,500 - 149,685 158 △11,185 

警 察 費 62,625 251 62,374 58 62,284 193 90 

教 育 費 269,321 6,164 263,157 1,940 264,434 4,224 △1,277 

災 害 復 旧 費 594 - 594 - 6,190 - △5,596 

公 債 費 144,147 - 144,147 - 144,711 - △564 

諸 支 出 金 163,088 - 163,088 - 148,165 - 14,923 

計 1,427,571 243,315 
（17.0%） 

1,184,256 
（83.0%） 

200,163 
（14.8%） 

1,151,566 
（85.2%） 43,152 32,690 

＊ ( )は、歳出決算額（全体）に占める割合を示します。 
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（参考３） 新型コロナウイルス感染症関連事業及び東日本大震災関連事業の歳出決算額 

     新型コロナウイルス感染症関連事業及び東日本大震災に伴う震災関連事業の歳出決算額は 2,633 億 

27 百万円で全体に占める割合は 18.4％となっています。 

東日本大震災に伴う震災関連事業の歳出決算額は 197 億33 百万円減の 200 億 12 百万円で全体に占め

る割合は 1.4％となっています。 

     なお、新型コロナウイルス感染症関連事業及び震災関連事業を除く歳出決算額は、前年度と比較すると

524 億 23 百万円、4.7％増の 1 兆 1,642 億 44 百万円となっています。 

 

一般会計款別（目的別）における新型コロナウイルス感染症関連事業及び東日本大震災関連事業の歳出決算額  （単位：百万円）                                                   

区    分 

令和３年度決算額 令和２年度決算額 増減 

 

新型コロナ

ウイルス

感染症 

関連(A) 

東日本 

大震災 

関連(B) 

左記除 く  

(C)  

新型コロナ

ウイルス

感染症 

関連(D) 

東日本 

大震災 

関連(E) 

左記除 く 

 (F)  

新型コロナ

ウイルス

感染症 

関連(A-D) 

東日本 

大震災 

関連(B-E) 

左記除 く 

 (C-F)  

議 会 費 1,558 - - 1,558 - - 1,547 - - 11 

総 務 費 65,450 345 - 65,105 662 273 42,789 △317 △273 22,316 

企 画 開 発費 31,611 1,824 - 29,787 4,159 17 11,001 △2,335 △17 18,786 

生 活 環 境費 11,361 813 21 10,527 465 33 9,145 348 △12 1,382 

保 健 福 祉費 305,471 97,128 - 208,343 84,086 1 205,649 13,042 △1 2,694 

労 働 費 2,249 105 - 2,144 43 - 2,125 62 - 19 

農林水産業費 40,726 1,331 731 38,664 562 1,159 43,472 769 △428 △4,808 

商 工 費 190,712 135,196 8,117 47,399 108,188 15,339 43,547 27,008 △7,222 3,852 

土 木 費 138,658 158 10,824 127,676 - 22,495 127,190 158 △11,671 486 

警 察 費 62,625 251 - 62,374 58 20 62,264 193 △20 110 

教 育 費 269,321 6,164 4 263,153 1,940 4 264,430 4,224 - △1,277 

災 害 復 旧費 594 - - 594 - - 6,190 - - △5,596 

公 債 費 144,147 - 315 143,832 - 404 144,307 - △89 △475 

諸 支 出 金 163,088 - - 163,088 - - 148,165 - - 14,923 

計 1,427,571 
243,315 

（17.0%） 

20,012 

（1.4%） 

1,164,244 

（81.6%） 

200,163 

（14.8%） 

39,745 

（2.9%） 

1,111,821 

（82.3%） 
43,152 △19,733 52,423 

＊ ( )は、歳出決算額（全体）に占める割合を示します。 
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Ⅲ 地方公共団体財政健全化法に基づく健全化判断比率等 

１ 健全化判断比率                                ＊ 令和３年度は見込み 

前年度に引き続き、４指標すべてにおいて早期健全化判断基準未満となっております。 

①実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質収支が赤字であった会計がないため、該当なしの見込 

みです。 

②実質公債費比率は、前年度から 0.3 ポイント減の 9.2％となる見込みです。 

③将来負担比率は、充当可能な財源（基金）の増や、土地売却の促進などにより、前年度に比べ 24.1

ポイント減少し、172.8％となる見込みです。 

 

（  ）：全国順位 

区              分 令和３年度＊ 令和２年度 早期健全化基準 財政再生基準 

実 質 赤 字 比 率 － － 3.75% 5% 

連 結 実 質 赤 字 比 率 － － 8.75% 15% 

実 質 公 債 費 比 率 9.2% 9.5% (34位) 25% 35% 

将 来 負 担 比 率 172.8% 196.9% (21位) 400%  

 

（財政指標の年度別推移） ※全国平均は加重平均 

実質公債費比率                                                         （単位：％） 
区   分 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R３＊ 

茨   城 14.1  13.9  13.3  12.1  11.0  10.2  9.8  9.6  9.5  9.2  

全国平均 13.7  13.5  13.1  12.7  11.9  11.4  10.9  10.5  10.2  (未公表) 

将来負担比率                                                           （単位：％） 
区   分 Ｈ２４ H２５ H２６ H２７ H２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R３＊ 

茨   城 263.3  250.1  237.1  224.9  221.0  213.3  206.8  204.0  196.9  172.8  

全国平均 210.5  200.7  187.0  175.6  173.4  173.1  173.6  172.9  171.3  (未公表) 

 

２ 資金不足比率 

前年度に引き続き、対象となる８つの公営企業会計すべてで資金不足は生じておりません。 

 

区              分 令和３年度＊ 令和２年度 経営健全化基準 財政再生基準 

資 金 不 足 比 率 － － 20%  

※対象となる公営企業会計 

      水道事業会計、工業用水道事業会計、病院事業会計、鹿島臨海都市計画下水道事業会計、地域振興事

業会計、流域下水道事業会計、港湾事業特別会計、都市計画事業土地区画整理事業特別会計 

 

実 質 赤 字 比 率：一般会計等に係る実質赤字額の標準財政規模に対する比率（フロー指標） 
 
連結実質赤字比率：全会計に係る実質赤字額の標準財政規模に対する比率（フロー指標） 
 
実質公債費比率：一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率（フロー指標） 

［過去３年間の平均］ 
 
将 来 負 担 比 率：公営企業、出資法人等を含めた、一般会計等が将来負担すべき実質的負債の標準財政規

模に対する比率（ストック指標） 
 
資 金 不 足 比 率：公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率(フロー指標) 

 

- 14 -



 

 -10- 

（参考） 主な財政指標（普通会計） 

 

経常収支比率は、地方交付税や地方税の増等による歳入の増により、前年度に比べ 6.0 ポイント減少し、

88.3％となる見込みです。 

 

（  ）：全国順位 

区              分 令和３年度 令和２年度 

財 政 力 指 数 0.63115 0.65584（9位） 

経 常 収 支 比 率 88.3% 94.3%（31位） 

 

 

 

（財政指標の年度別推移） ※全国平均は単純平均 

 

財政力指数 

区   分 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 
茨   城 0.59309 0.60690 0.61857 0.63309 0.63726 0.64490 0.64818 0.65525 0.65584 0.63115 

全国平均 0.45529 0.46370 0.47338 0.49146 0.50540 0.51602 0.51754 0.52183 0.52320 0.50034 

 

経常収支比率                                                              （単位：％） 
区   分 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 
茨   城 91.7  90.7  90.4  92.7  94.3  93.5  93.9  96.6  94.3  88.3  

全国平均 94.1  93.1  93.5  94.1  95.4  95.2  94.6  95.4  94.7  (未公表) 

 
 
 
 

財 政 力 指 数：基準財政需要額（地方公共団体が妥当かつ合理的な平均水準で行政を行った場合に要す 

る財政需要を示す額）に対する基準財政収入額（標準的に収入しうると考えられる地方

税等）の割合で、１に近いほど財源に余裕があるものとされ、１を超える団体は地方交付

税の不交付団体となる。［過去３年間の平均］ 

 

経 常 収 支 比 率：経常的に収入される一般財源総額に占める、経常的経費に充当される一般財源の割合で、

財政構造の弾力性を測定する比率として使われ、この数値が高いほど、一般財源に余裕が

ないことを示す。 
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R3決算

【対策額・実質的将来負担額】表側[ ]書きは実質的な将来負担額

Ｈ２１ Ｈ２２～Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６～７ Ｒ８～１１

※1

－
H２３～Ｒ２：２８７億円

Ｒ３：２６億円
２５億円 １９億円 １９億円程度/年 －

－
H２２～Ｒ２：２５２億円

Ｒ３：－億円
（－） （－） （－） （－）

１，８９０億円程度 ８１億円程度（R3末） ５６億円程度（R4末） ３７億円程度（R5末）

※2 １，５１０億円程度 －億円程度（R3末） －億円程度（R4末） －億円程度（R5末）

保有土地等に係る実質的な将来負担への対策（一般財源における対策）

区分

一般財源ベース対策額 （１３４億円）
H２２～Ｒ２：１，６７０億円

Ｒ３：２６億円
２５億円 １９億円 １９億円程度/年

※1：土地開発公社、桜の郷整備事業、公共工業団地についてはH24に、開発公社についてはH25に、港湾についてはH26に、阿見吉原についてはR1に対策を終了。

※2：Ｈ21～R3は決算ベース、R4～11は現時点での試算（決算においては、土地処分収入の実情や地価動向などの影響もあり、変動する）。

ＴＸ沿線開発については、上下水道等の関連公共施設整備に係る負担金の一般会計による負担や、ＴＸ鉄道会社からの県貸付金償還金によ
る繰上償還などの対策により、Ｒ３末の実質的な将来負担額（一般財源による要対策額）は０となっているが、今後の土地処分や地価の動向
によっては、将来負担額が生じる可能性がある。

（－）

うち住宅供給公社
三セク債償還費
[Ｒ３末：81億円程度]
（Ｒ7で終了）

うちTX沿線開発
[Ｒ３末：－億円程度]

各期末の実質的な将来負担額

－億円程度(R7末) －億円程度(R11末)

三セク債除き
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総務企画委員会説明資料 

 

                               総 務 部 管 財 課 

 項 目  県庁舎11階アトリウムの利用拡大について 

 

１ 概 要 

県庁舎 11 階のアトリウムについては、令和３年９月にリニューアルし、 

特徴あるオープンな空間を生かして、県の事業に関係する講演会や報告会 

などを行ってきた。 

今般、アトリウムの更なる利活用を図るため、新たに、フロアの一部を、

民間の会議、セミナーやコワーキングなど、ビジネス等での利用に提供し、

貸し出しを行うこととしたもの。 

 

２ 利用（貸出）エリア 

11 階アトリウムの東側に、利用目的（団体・個人）に対応した２つのエリアを設定 

①セミナーゾーン（団体） 

・20 人程度まで利用可。100 インチスクリーン（プロジェクター）、音響設備あり 

②コワーキングゾーン（個人） 

・ボックス席（４人掛）：２か所、個人席：３席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 利用方法等 

〇利用開始：令和４年９月 26 日(月)から（９月 16 日(金)より受付開始） 

〇利用時間：平日９時～18 時（最大 21 時まで利用可） 

〇利用料金：①セミナーゾーン：１日 2,000 円 

②コワーキングゾーン：１日 200 円（１人当たり） 

※県庁の電子手続化を推進するため、申込受付は、「いばらき電子申請・届出サー

ビス」のみとする（料金支払は、インターネットバンキングまたはクレジットカード決済）。 

 

当分の間、５日間まで 

無料とする。 
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